
東京都石神井学園
（東京都練馬区石神井台三丁目３５番地２３号）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 ○

2 ×1 ○

3 ×1 ○

4 ×1 ○

5 ×1 ○

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 ○

7 ×1 ○

8 ×2 ○

9 ×1 - ○

10 ×1 ○

11 ×1 ○

12 ×1 ○

13 ×1 ○

14 ×1 ○

15 ×1 - ○

16 ×1 - ○

管理
状況

適切な
管理の
履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等
の遵
守、組
織マネ
ジメント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

○児童の権利擁護（虐待防止等）を徹底するため職員研
修などに取り組んでいる。権利擁護委員会を年に数回開
催し取組のテーマを協議・確認するほか、その企画によっ
て全ての職員を対象にする虐待防止研修（ＣＡＰ（子どもへ
の暴力防止プログラム）研修、ＣＶＰＰＰ（包括的暴力防止
プログラム）講習会）やマルトリートメント（不適切な対応）
防止研修を悉皆で行っている。

○児童への「児童権利ノート」などの説明は、小学４年生
及び中学校入学時に実施し、年少児については、「紙芝居
形式の権利ノート」を用いて丁寧な説明を行っている。

○「良い支援担当」職員を置き、多くの職員が自らの行動
を振り返り適切な支援のスキル等を身につけられるよう指
導・助言することで、権利擁護の徹底に努めている。

○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、
不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

〇法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置され
ている。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○子どもの不安軽減のため、入所時には事前面接をした
職員が対応している。ウェルカムメニューや好みの洋服な
どを用意し、入所後には心理士が面接し、子どもの不安や
ストレス軽減に努めている。入所１か月には心理士や看護
師など専門職の意見を入れてアセスメントして、改めて子
どもの様子を共有している。

○毎年５月に策定した自立支援計画について、年２回の
見直しを行っている。10月には９月までの支援結果を振り
返り、子どもの発達状況や取り巻く状況の分析をもとに、
計画の見直しを行っている。年度末には改めて専門職の
意見を入れて個別の状況を確認しながら総括をして、次年
度の計画を作成している。

○施設全体の入所率は82％で、入所児童のうち50％が非
社会的行為（授業妨害、いじめ等）及び精神的・発達的な
問題を抱える児童であり、児童相談所、学校、医療機関等
の関係機関と連携しながら、CARE（ペアレンティングプロ
グラム）やCVPPP（包括的暴力防止プログラム）、スキャッ
タープロットなどの支援プログラムを活用し、医療的・心理
的ケア等の専門的支援の充実を図っている。

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

〇法律、条例等を遵守し、適切に施設を運営している。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

施設名

施設種別 児童養護施設（所在地）

指定管理者

評価

評価シート（社会福祉施設）

大項目 中項目 確認項目 評価水準
配点 評価理由

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○子どもの安心安全が脅かされそうな状態をリスクと捉
え、事案を見つけ対応するため、毎週月曜日の朝礼で一
週間分のヒヤリ・ハットを報告し事故防止に努め、その後
運営会議で内容を検証して問題点を抽出し、改善策案を
作った上でフロア代表者会議に諮って改善を進めている。
また、防犯上の安全点検や見守りカメラ、防犯カメラの増
設により子どもの安心安全の確保に努めている。さらに、
園長、副園長による定期的な寮巡回を行い、事故防止を
強化している。

○夜間訓練を含む防災訓練（消火訓練及び避難訓練）を
毎月実施し、災害時の防災対応の徹底に努めている。ま
た、「事業継続計画及び対応マニュアル」を策定して地震
災害に備えている。

○財政援助団体等監査において、消防設備の不良と判定
された箇所について改善するよう指摘があった。

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか （項目ごとに評価する）

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○事業に必要な情報は法人共通システムに記録しアクセ
ス制限等によって管理している。

○広報紙「石神井いっぱい」は年３回発行し、児童相談
所、都の福祉部局、学校等の関係機関に配付している。
ホームページには、子どもたちの園内の生活の１コマ、行
事やイベント、旅行等の様子を適時掲載して学園での生
活の様子を広く伝えている。また、地域公開講座開催の情
報を区の広報紙に掲載して広く周知している。

○都への報告は適時、適切に行われている。

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされている
か

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

財務・
財産の
状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している 〇経理・物品関係の書類は、基本協定に基づいて処理さ

れており、適切に経理処理及び財産管理が行われてい
る。

○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している



17 ×1 ○

18 ×2 ○

19 ×2 - - -

20 ×1 ○

【１次評価結果】

【確認事項】

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

―

○「あなたの意見」を使い、子どもが気軽に自分の思いや
相談事を伝える仕組みを作っている。この意見カードは、
匿名でもよく、園長に伝えたいことを自由に書ける欄の
他、どうしてほしいかをチェックで選べたり、話したい相手
を丸付けで選べるなど相談アクションのハードルを低くす
る工夫をしている。

○練馬区及び中央区の子育て支援事業を受託し、ショート
ステイ事業やトワイライトステイ事業を実施し（令和5年度
延べ利用者数：ショートステイ1,070人、トワイライトステイ
130人）、地域の共通課題として関係機関との連携をより
一層深めている。

○専門的な支援ツールの研修を実施するなど、職員研修
を充実させている。
○運営のマネジメントにおいて、若手中堅職員がリーダー
シップを発揮する機会が増え、組織が活性化している。

２７点
26点以下

事業者の
財務状況 特段の問題は見当たらない。

AB C

21点

評点

標準点
評価基準

１次評価
結果

得点
S A

27点

特命要件の
継続 公的役割を果たす施設として、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性が高く、利用者への長期的な安定したサービス提供が求められるため（継続有）。

28点以上
19点以上

18点以下

要改善事項等
○財政援団体等監査において、消防設備の不良と判定された箇所について改善するよう指摘があった。令和５年度に経営者会議及び事務説明会で注意喚起を行っている。令和６年９
月に改修工事を実施し改善予定

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

○地域貢献として、練馬区子育てネットワークや児童館懇
談会、区要保護児童対策地域協議会など地域関係機関
のネットワークに参画している。

○虐待に起因する重篤な情緒・行動上の問題を抱える児
童で、児童養護施設等に入所し、当該施設での集団生活
に不適応となっている小学生児童を対象に、生活支援・医
療・教育の三部門が緊密に連携し、一体的なケア供する
連携型専門ケアモデル事業を実施（令和５年度平均入所
率62.5％）

○令和４年度から開始した連携型専門ケア機能モデル事
業検証委員会にて、都等関係機関と連携して、事業の検
証、課題整理、今後の展開等の整理に向けた検討を積極
的に進めており、施策推進の実施主体として中核的役割
を担っている。

特記事項

○施設全体の入所率は82％で、入所児童のうち50％が非社会的行為（授業妨害、いじめ等）及び精神的・発達的な問題を抱える児童であり、児童相談所、学校、医療機関等の関係機
関と連携しながら、CARE（ペアレンティングプログラム）やCVPPP（包括的暴力防止プログラム）、スキャッタープロットなどの支援プログラムを活用し、医療的・心理的ケア等の専門的支
援の充実を図っている。
○高年齢児童や情緒・行動上の課題を抱える児童への支援を行っている。重篤な愛着障害等がある児童を対象として生活支援・医療・教育を一体的に支援する「連携型専門ケア機能
モデル事業」を実施し、公的役割を担う施設としての使命を果たしている。
○練馬区及び中央区の子育て支援事業を受託し、ショートステイ事業やトワイライトステイ事業を実施し（令和5年度延べ利用者数：ショートステイ1,070人、トワイライトステイ130人）、地
域の共通課題として関係機関との連携をより一層深めている。

事業
効果

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である



東京都小山児童学園(とうきょうとこやまじどうがくえん）
（東京都東久留米市野火止二丁目２２番地２６号）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 ○

2 ×1 ○

3 ×1 ○

4 ×1 ○

5 ×1 ○

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 ○

7 ×1 ○

8 ×2 ○

9 ×1 - ○

10 ×1 ○

11 ×1 ○

12 ×1 ○

13 ×1 ○

14 ×1 ○

15 ×1 - ○

16 ×1 - ○

評価シート（社会福祉施設）

大項目 中項目 確認項目 評価水準
配点 評価理由

施設名

施設種別 児童養護施設（所在地）

指定管理者

評価

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

〇法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置され
ている。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○退所後のアフターケアまでを見通して自立支援してい
る。卒園生にはスマートフォンを活用し連絡を取り合ってお
り、訪問して対応する等、卒園後も継続した支援をしてい
る。

○児童自治会を設け、子どもの意見を取り入れている。各
寮の代表児童が集まり自治会長を決め、子ども主体の行
事を実施している。また、学園ルールに関する意見もあり、
寝る時間やゲームの時間等の見直しにつなげている。一
方で、職員の衣服への配慮として、子どもにTPOに合わせ
た衣類の選択を示唆したり、汚れや破れに気づくよう助言
したりしている。

○情緒・行動上の問題を抱える中高生を確実に受け入れ
るという公的役割を果たしている。高校生寮を設置し、丁寧
な進路指導やきめ細かなアフターケアを行うことで、退所
後の進路先への定着を図るなど、高年齢児童の自立支援
に実績をあげている。

○施設全体の入所率は82.4％で、入所児童のうち約３割
（28％）が精神的・発達的な問題を抱えており、児童相談
所、学校、医療機関等の関係機関と連携しながら、医療
的・心理的ケア等の専門的支援を行った。

○児童指導・寮運営の手引き、危機管理マニュアルを作成
し基本事項や手順等を明確にしている。特に必要な部分を
抽出し、視覚性を高めて活用しやすくしている。また、一人
体制となる夜間の突発時の対応に備えて寮運営の手引か
ら抜き出し夜間に特化したマニュアルを作成し、発熱時な
どに落ち着いて対応できるよう各寮に整備している。

管理
状況

適切な
管理の
履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等
の遵
守、組
織マネ
ジメント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○リスクマネジメント委員会を年10回開催し、様々なリスク
と対応策を検討している。検討結果を職員間で情報共有
し、着実に対策が実行できるようにしている。インシデント
レポートシステムや、家具転倒防止対策のチェックリストの
活用等により、事故防止や災害発生時の被害の最小化に
努めている。事故等が発生した場合には、速やかに連絡
会で職員に情報を共有している。頻発するヒヤリハットにつ
いては当該寮以外でも発生し得ることとして、リスクマネジ
メント委員会で背景や要因を分析し、必要な対策を検討し
ている。

○事業継続計画（ＢＣＰ）及び対応マニュアルに基づく防災
訓練を毎月行うとともに、食料・備品等を備蓄している。

○子どもたちが困ったことや悩みを相談できることを、「子
どもの権利ノート」で伝えている。また、職員に相談しにくい
ことなどは、外部の児童相談員に相談できることを伝えて
いる。児童相談員は毎月交替で各寮を訪れ、行事に参加
しながら、悩みや人間関係に関する相談に応じている。ま
た、苦情解決委員会を毎月開催し、子どもたちからの苦情
や悩みを把握し、課題があればその背景や要因を分析し、
必要な対策を検討している。

○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、
不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

財務・
財産の
状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している ○経理・物品関係の書類は、基本協定に基づいて処理さ

れており、適切に経理処理及び財産管理が行われてい
る。

○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか （項目ごとに評価する）

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○「児童支援・寮運営の手引き」への個人情報保護の規程
などの掲載や、職員連絡会での個人情報保護方針の定期
的な輪読などにより、個人情報の保護や情報セキュリティ
の重要性を職員に周知徹底している。

○学園紹介パンフレット3種、施設紹介用ビデオ、ホーム
ページを活用し、適時に情報の更新を図っている。学園ブ
ログの担当者を決め、定期的(月1回以上)に学園情報の発
信も行っている。

○都への定例的な報告を適切に行っている。

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされている
か

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

〇法律、条例等を遵守し、適切に施設を運営している。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか



17 ×1 ○

18 ×2 ○

19 ×2 ○ -

20 ×1 ○

【１次評価結果】

【確認事項】

２６点
26点以下

事業者の
財務状況 特段の問題は見当たらない。

B

特命要件の
継続

公的役割を果たす施設として、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性が高く、利用者への長期的な安定したサービス提供が求められるため（継続有）。

特記事項

○施設全体の入所率は82.4％で、入所児童のうち約３割（28％）が精神的・発達的な問題を抱えており、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関と連携しながら、医療的・心理的ケア
等の専門的支援を行った。
○情緒・行動上の問題を抱える中高生を確実に受け入れるという公的役割を果たしている。高校生寮を設置し、丁寧な進路指導やきめ細かなアフターケアを行うことで、退所後の進路先
への定着を図るなど、高年齢児童の自立支援に実績をあげている。
○処遇記録システム上でインシデントレポートやヒヤリハット記入を行い、事故につながる出来事を記録しやすくしている。これらをリスクマネジメント委員会（年10回開催）で分析し、職員
間で共有して子どもが安心・安全に生活できるように、事故や災害等に細心の注意を払っている。事故が発生したときは、速やかに連絡会で職員に周知するとともに、リスクマネジメント
委員会で原因分析と今後の対応策を検討し、その後の事故防止の徹底に努めている。

事業
効果

１次評価
結果

得点
S A

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

27点

B C

21点

標準点
評価基準

〇園における子どもたちへの支援が複雑化・多様化してい
る一方で、福祉職の約半数が経験年数５年以下と経験の
少ない職員が多く、人材育成が課題となっている。職員育
成に向けて、一人ひとりの意向や経験等に基づき研修計
画を策定している。職員は外部講師によるスーパーバイズ
を受けたり、職層別研修や外部研修に参加している。研修
を受講した職員は、研修報告書の提出や研修報告会で内
容を他の職員に伝えている。また、経験豊富な職員が中心
となり、チューター制度を運用しており、職員間で協力しな
がら若手職員の能力を高めている。

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

28点以上
19点以上

18点以下

○計画的にリービングケア、アフターケアを実施し、子ども
に安心感を与えている。

○寮職員と一緒に生れた場所を捜したり、入所からの写真
を保管し、アルバムを作成する等、生い立ちの振り返りの
取組を通じて、愛着関係形成時に欠けた部分を埋める手
助けをしている。

○寮リーダーを中心に職員が一体となったOJTや外部の
ケア研修、トラウマインフォームド研修等を受講し、支援の
スキルアップを目指し、児童に関わっている。

○毎年、権利擁護委員会が中心となって子どもアンケート
を実施しており、アンケートの結果は集計・分析し、職員か
らのメッセージと一緒に「みんなのこえ」として冊子にまとめ
て配付している。

○利用者満足度調査を小学３年生以下には聞き取り、小
学４年生以上は聞き取りや記述式で行い集計し、分析結
果を子どもにフィードバックするとともに各委員会で職員間
での共有を図っている。

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

○事業計画等に基づき、児童相談所、学校、医療機関等
の関係機関と連携して事業を実施している。

評点

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

要改善事項等 　なし

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか



東京都船形学園
（千葉県館山市船形１３７７）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 ○

2 ×1 ○

3 ×1 ○

4 ×1 ○

5 ×1 ○

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 ○

7 ×1 ○

8 ×2 ○

9 ×1 - ○

10 ×1 ○

11 ×1 ○

12 ×1 ○

13 ×1 ○

14 ×1 ○

15 ×1 - ○

16 ×1 - ○

評価

○中学生になった子どもについて、児童相談所に依頼（学
園長から各児童福祉司に依頼）し、担当児童福祉司より子
ども達に権利ノートの更新と説明を行ってもらっている。権
利ノートの説明は直接児童福祉司が行うことが基本だが、
聞けない場合などの対応も含め「権利ノート説明」のビデオ
（動画）を活用し、子ども達が同じ説明を平等に受けられる
ようにしている。人権を重要課題と捉え、説明及び更新記
録を残し、100％の受講を目指す取組を積極的に行ってい
る。

○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、
不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

〇法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置され
ている。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○ホームページには卒園生のページを設け「自立のため
のハンドブック」を載せ、いつでも専用LINEでの連絡を待っ
ていることを伝えている。課題を抱える卒園生には各関係
機関と連携を図り役所や病院に付き添う等の個別の対応
で支援継続している。

○ＰＣ上で児童の記録作成、共有が容易にできる事業団
の児童の記録管理システム「あおぞら」に加え、園独自の
船形学園データベースシステムを併用し、会議議事録の閲
覧や予定表、掲示板として活用することで、情報の共有化
や仕事の効率化につながっている。

○全寮で小規模グループケアを実施し、１泊２日の宿泊レ
クリエーションや外食などの体験を通じて、家庭的な雰囲
気の中で児童との愛着関係を育んでいる。

○老朽化した浴室やキッチンのリフォームを計画しており、
特に浴室は個浴対応できるようにし、快適な環境整備に努
めている。

○施設全体の入所率は80.7％で、入所児童のうち約７割
が健康上の問題を抱え、約６割が服薬管理等が必要であ
り、さらには５割以上が家族対応に苦慮するケースとなっ
ている。児童相談所、学校、医療機関等の関係機関と連携
しながら、医療的対応、家族対応等の専門的支援を行っ
た。

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか （項目ごとに評価する）

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○個人情報の取扱いに係る事故が発生した。迅速な対応
をはかり、対象文書はすべて回収した。

○ブログの頻繁な更新により、園の取組や情報を分かりや
すく発信している。また、年３回発行の広報紙「さざなみ」
は、カラー版で写真も多く取り入れており、手にした時に、
読みたいと思わせる内容となっている。

○都による報告の聴取及び調査に対する対応を適切に
行っている。事故発生の際も迅速に報告を実施している。

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされている
か

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○子どもが安全・安心に生活できるよう、園内一斉安全点
検を毎月実施している。

○大規模な地震などを想定した事業継続計画や対応マ
ニュアルを整備している。また、土砂災害警戒区域となって
いるため、BCPとは別に、土砂災害計画マニュアルや「避
難確保計画」を策定し、土砂災害の発生時の避難の確保
を図っている。

○防災訓練を毎月実施している。そのうち、８月と３月は総
合防災訓練とするなど、計画的に災害・防犯対策を実施し
ている。

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

評価シート（社会福祉施設）

大項目 中項目 確認項目 評価水準
配点 評価理由

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

〇法律、条例等を遵守し、適切に施設を運営している。

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

施設名

施設種別 児童養護施設（所在地）

指定管理者

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している

財務・
財産の
状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している 〇経理・物品関係の書類は、基本協定に基づいて処理さ

れており、適切に経理処理及び財産管理が行われてい
る。

管理
状況

適切な
管理の
履行

法令等
の遵
守、組
織マネ
ジメント



17 ×1 ○

18 ×2 ○

19 ×2 - - -

20 ×1 ○

【１次評価結果】

【確認事項】

２４点
26点以下

事業者の
財務状況

特段の問題は見当たらない。

B

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

―

特命要件の
継続

公的役割を果たす施設として、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性が高く、利用者への長期的な安定したサービス提供が求められるため（継続有）。

１次評価
結果

得点
S A

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

27点

B C

21点

評点

標準点
評価基準

○専門的支援が必要な子どもへの対応研修には非常勤
職員を含めて多くの職員が参加できるようにしている。

○OB職員によるスーパーバイズを１年を通して実施してお
り、中堅職員の構成割合が低いため、支援の中核となるベ
テラン職員、棟総括、フロアリーダー、サブリーダーの研修
に力を入れている。

○子どもや職員対象に、独自のアンケート調査を行い、支
援や運営に活かしている。

○小・中学校との連絡会、地域の集会、市社協などに参加
し、課題やニーズを把握している。

28点以上
19点以上

18点以下

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

要改善事項等 ○個人情報の取扱いに係る事故が発生した。迅速な対応をはかり、対象文書はすべて回収した。

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

○事業計画等に基づき、児童相談所、学校、医療機関等
の関係機関と連携して事業を実施している。

特記事項

○施設全体の入所率は80.7％で、入所児童のうち約７割が健康上の問題を抱え、約６割が服薬管理等が必要であり、さらには５割以上が家族対応に苦慮するケースとなっている。児童相
談所、学校、医療機関等の関係機関と連携しながら、医療的対応、家族対応等の専門的支援を行った。
○大規模な地震などを想定した事業継続計画や対応マニュアルを整備している。また、土砂災害警戒区域となっているため、BCPとは別に、土砂災害計画マニュアルや「避難確保計画」
を策定し、土砂災害の発生時の避難の確保を図っている。
○権利ノートの更新と説明を100％達成を目指して取り組んでおり、人権を重要課題と捉え積極的に取り組んでいる。

事業
効果



東京都八街学園（とうきょうとやちまたがくえん）
（千葉県八街市八街に１５１）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 ○

2 ×1 ○

3 ×1 ○

4 ×1 ○

5 ×1 ○

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 ○

7 ×1 ○

8 ×2 ○

9 ×1 - ○

10 ×1 ○

11 ×1 ○

12 ×1 ○

13 ×1 ○

14 ×1 ○

15 ×1 - ○

16 ×1 - ○

財務・
財産の
状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

○財政援助団体等監査において、業務委託の仕様書の記
載が不適切である旨指摘を受けた。

○物品管理は、協定に基づき適切に行われている。
○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか （項目ごとに評価する）

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○サイバーセキュリティに係る事故が発生した。即時対応
するとともに、継続して職員に注意喚起を行うなど、システ
ム上の対策を強化した。個人情報の漏えいは
確認されなかった。

○児童相談所での面談の際に、パンフレットなども活用し
て、学園の概要や暮らしがイメージできるよう、説明をして
おり、事前見学の実現にも力を注いでいる。また、転入す
る学校とも連携し、事前の学校見学も行われている。

○適時適切に都への報告を実施している。

評価シート（社会福祉施設）

大項目 中項目 確認項目 評価水準
配点 評価理由

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされている
か

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

施設名

施設種別 児童養護施設（所在地）

指定管理者

評価

管理
状況

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○リスクマネジメント委員会が中心となり、マニュアルの改
訂、研修の実施、人権擁護チェックリストの記入等、具体的
な方策が立てられている。

○災害への対応力を高めるため、各種会議や総合防災訓
練、職員の参集訓練等を行っている。

○停電や断水などの災害に備えて、非常用ガス発電機の
設置、衛生携帯電話の整備、食料等の備蓄をしている。

○感染症対応マニュアルを作成し、感染症発生時でも事業
を継続できるように努めている。

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

適切な
管理の
履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等
の遵
守、組
織マネ
ジメント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

○リスクマネジメント委員会を設置して、虐待防止のため
の悉皆研修やマルトリートメント防止研修等、職員が必要
な研修を受講している。

○虐待の疑いがある子どもの情報を入手した場合や虐待
の事実が判明した場合は、児童相談所等と緊密に連携し、
適切な対応を図っている。また、保育実習生を積極的に受
け入れている（令和５年度実績延べ470人）ほか、ボラン
ティアも募り、外部や地域との協力体制を築いており、結果
として外部の目を取り入れることで、運営の透明化にもつ
ながっている。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

〇法律、条例等を遵守し、適切に施設を運営している。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、
不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

〇法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置され
ている。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○施設全体の入所率は58.5％で、入所児童のうち多くは非
社会的行為及び精神的・発達的な問題のある児童であり、
また、服薬管理等が必要な児童は7割に及ぶ。反社会的行
為（暴力、万引き等）のある児童及び健康上の問題のある
児童割合も他施設と比較して相当多くなっている。児童相
談所、学校、医療機関等の関係機関と連携しながら、医療
的・心理的ケア等の専門的支援を行った。

○子どもの意見も聞き取りながら、子ども主催のゲーム大
会や各寮ごとの夏の外出行事などを通じ、達成感や充実
感を得ることができる行事を実施している。

○小学生以下の児童とは就寝前の10分～15分を職員とマ
ンツーマンで過ごすことで児童との関係性を強めており、
児童相談所と一緒に生い立ちを整理し、トラウマインフォー
ムドケア対応にも携わっている。

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。



17 ×1 ○

18 ×2 ○

19 ×2 - - -

20 ×1 ○

【１次評価結果】

【確認事項】

27点

特命要件の
継続 公的役割を果たす施設として、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性が高く、利用者への長期的な安定したサービス提供が求められるため（継続有）。

28点以上
19点以上

18点以下

要改善事項等

○サイバーセキュリティに係る事故が発生した。即時対応するとともに、継続して職員に注意喚起を行うなど、システム上の対策を強化した。個人情報の漏えいは
確認されなかった。
○財政援助団体等監査において、業務委託の仕様書の記載が不適切である旨指摘を受けた。令和５年度中に契約変更を行い改善済であり、令和６年度の仕様書についても見直してい
る。

２０点
26点以下

事業者の
財務状況

特段の問題は見当たらない。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

○事業計画等に基づき、児童相談所、学校、医療機関等
の関係機関と連携して事業を実施している。

特記事項

○施設全体の入所率は58.5％で、入所児童のうち多くは非社会的行為及び精神的・発達的な問題のある児童であり、また、服薬管理等が必要な児童は7割に及ぶ。反社会的行為（暴
力、万引き等）のある児童及び健康上の問題のある児童割合も他施設と比較して相当多くなっている。児童相談所、学校、医療機関等の関係機関と連携しながら、医療的・心理的ケア等
の専門的支援を行った。
○リスクマネジメント委員会が中心となり、マニュアルの改訂、研修の実施、人権擁護チェックリストの記入等、具体的な方策が立てられている。
○虐待の疑いがある子どもの情報を入手した場合や虐待の事実が判明した場合は、児童相談所等と緊密に連携し、適切な対応を図っている。また、保育実習生を積極的に受け入れて
いる（令和５年度実績延べ470人）ほか、ボランティアも募り、外部や地域との協力体制を築いており、結果として外部の目を取り入れることで、運営の透明化にもつながっている。

事業
効果

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

A

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

－

○子どもの「満足度アンケート調査」、寮会での子どもの要
望、職員提案制度や職員アンケート等を園独自に実施し、
子どもや職員の意向を把握し、園運営の改善に役立てて
いる。

BB C

21点

評点

標準点
評価基準

１次評価
結果

得点
S

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○各種マニュアルは研修等で周知徹底し、各種会議での
議論を通じて、常に子どもたちの現状に即した実践的な内
容となるよう、リスクマネジメント委員会が中心となって精
査している。

○新任職員の養育スキルアップのため、心理療法プログラ
ムを導入し、職員間で支援に対する共通認識や共通言語
を持ち、子どもに接している。



東京都勝山学園
（千葉県安房郡鋸南町下佐久間１４６９）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 ○

2 ×1 ○

3 ×1 ○

4 ×1 ○

5 ×1 ○

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 ○

7 ×1 ○

8 ×2 ○

9 ×1 - ○

10 ×1 ○

11 ×1 ○

12 ×1 ○

13 ×1 ○

14 ×1 ○

15 ×1 - ○

16 ×1 - ○

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○感染症対策に力を入れ子どもや職員の身体や生命の安
全確保に努めている。

○「事業継続計画（ＢＣＰ）及び対応マニュアル」に基づき、
月１回の防災訓練をはじめ、参集・炊き出し訓練や伝達訓
練を実施している。

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

財務・財
産の状
況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している

○経理処理及び物品管理は、協定等に基づき適切に行わ
れている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

○法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置され
ている。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○在園中から退所後の生活を意識付けられるよう、中高生
にはコースプランニングシートを作成、高校生には医療面
の知識や金銭感覚などを養えるように外部講師にも依頼し
て様々な学習会を実施するなど、退所後の自立生活を見
越して、関係職員や外部機関と連携してリービングケアに
取り組んでいる。

○施設全体の入所率は72.5％であり、服薬管理が必要な
児童が６割以上、健康上の問題のある児童が５割を超えて
おり、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関と連携し
ながら、医療的・心理的ケア等の専門的支援を行った。

○小学生は将来の夢やどんな大人になりたいかなどを
シートに書き出し、中学生は将来の夢を実現するために卒
園までにすべきことを逆算シートに記入、高年齢児は目標
設定シートで現状の確認と進路選択の具体的なプランを考
え、進路の自己決定ができるように将来の夢と実現のプロ
セスを考える取組をしている。

管理
状況

適切な
管理の
履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等
の遵守、
組織マ
ネジメン
ト

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか

（項目ごとに評価する）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○「勝山学園個人情報保護方針」を定め、園長が朝礼時な
どを利用して随時、職員に個人情報の保護や権利擁護に
ついての注意を促すなど、子どもに関する情報の管理は
特に慎重に対応するよう職員に徹底している。

○個人情報が多く集積されているいことから、個人情報の
重要性を職員間で共通認識できるよう自己点検や事故事
例等を職員等に周知し、全職員に漏えい防止を徹底させ
ている。個人情報の外部持ち出しについては複数人での
確認など情報漏洩の防止を徹底しており、ボランティアや
実習生からは誓約書を徴取している。

○リーフレットと広報誌「すいせん」で園の情報を子ども等
に提供している。

○都への報告は適時・迅速に行われている。

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされている
か

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

○法律、条例等を遵守し、適切に施設を運営している。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

施設名

施設種別 児童養護施設（所在地）

指定管理者

評価

○職員による入所児童への不適切な対応（被措置児童虐
待）が発生した。事案発生後、施設全体で支援の振り返り
を行い、人権意識醸成のための取組や、職員の不安解消
や負担軽減を図る取組など、支援の充実に向けて取組改
善を図った。○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、

不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

評価シート（社会福祉施設）

大項目 中項目 確認項目 評価水準
配点 評価理由

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか



17 ×1 ○

18 ×2 ○

19 ×2 - - -

20 ×1 ○

【１次評価結果】

【確認事項】

27点

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

○事業計画等に基づき、児童相談所、学校、医療機関等
の関係機関と連携して事業を実施している。

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

―

○毎年園独自の利用者満足度調査「ほんとのきもちアン
ケート」を行い、対面で自分の意見を表に出しにくい子ども
も意見を表明できるようにしている。アンケート結果は読み
やすい冊子としてまとめて、職員のメッセージとともに子ど
もに返している。要望はできるだけ取り入れるようにし、バ
スケットゴールの設置など行っている。

○町教育委員会や子ども会、育成会の事業、青年会等地
域の団体やボランティアなどから地域情報を収集したり、
地域の人々との交流を通して、子ども達が生活の幅を広げ
られるよう支援している。

○新任職員が増加していることから事業計画で、ＯＪＴ推進
体制の強化として、新任職員育成担当者（チューター）を中
心にOJT推進担当者、他部門同寮職員も含め園全体で新
任職員の育成に取り組み、OJTに関する意識・能力向上研
修を園内で実施している。また、チームアプローチ、支援困
難児童事例研究会、外部研修派遣等の研修に参加させ、
朝礼や養護研究会などで報告・共有し職員全体の専門性
やスキルの向上に力を入れている。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

特記事項

○小学生は将来の夢やどんな大人になりたいかなどをシートに書き出し、中学生は将来の夢を実現するために卒園までにすべきことを逆算シートに記入、高年齢児は目標設定シートで
現状の確認と進路選択の具体的なプランを考え、進路の自己決定ができるように将来の夢と実現のプロセスを考える取組をしている。
○毎年園独自の利用者満足度調査「ほんとのきもちアンケート」を行い、対面で自分の意見を表に出しにくい子どもも意見を表明できるようにしている。アンケート結果は読みやすい冊子
としてまとめて、職員のメッセージとともに子どもに返している。
○在園中から退所後の生活を意識付けられるよう、中高生にはコースプランニングシートを作成、高校生には医療面の知識や金銭感覚などを養えるように外部講師にも依頼して様々な
学習会を実施するなど、退所後の自立生活を見越して、関係職員や外部機関と連携してリービングケアに取り組んでいる。

事業
効果

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

要改善事項等
○職員による入所児童への不適切な対応（被措置児童虐待）が発生した。事案発生後、施設全体で支援の振り返りを行い、人権意識醸成のための取組や、職員の不安解消や負担軽減
を図る取組など、支援の充実に向けて取組改善を図った。

評点

標準点
評価基準

１次評価
結果

得点
S A

２２点
26点以下

事業者の
財務状況

特段の問題は見当たらない。

BB C

21点

特命要件の
継続

公的役割を果たす施設として、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性が高く、利用者への長期的な安定したサービス提供が求められるため（継続有）。

28点以上
19点以上

18点以下



東京都片瀬学園
（神奈川県藤沢市片瀬四丁目９番地３８号）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 ○

2 ×1 ○

3 ×1 ○

4 ×1 ○

5 ×1 ○

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 ○

7 ×1 ○

8 ×2 ○

9 ×1 - ○

10 ×1 ○

11 ×1 ○

12 ×1 ○

13 ×1 ○

14 ×1 ○

15 ×1 - ○

16 ×1 - ○

評価シート（社会福祉施設）

大項目 中項目 確認項目 評価水準
配点 評価理由

施設名

施設種別 児童養護施設（所在地）

指定管理者

評価

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

〇法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置され
ている。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○施設全体の入所率は95.1％で、新規受入率は112.5%と
なっており、積極的に入所の受入れを行っている。

○入所児童のうち７割が情緒的な問題を抱えており、ま
た、非社会的行為（授業妨害、いじめ等）のある児童が７割
以上、服薬管理が必要な児童も約５割と高い。児童相談
所、学校、医療機関等の関係機関と連携しながら、医療
的・心理的ケア等の専門的支援を行った。

○一人ひとりの基礎学力向上と、学習習慣の定着を図った
うえで、社会体験・学習を通じて、子ども達の進路支援をし
ている。昨年度の進路は、大学１名、専門学校２名、未定１
名（社会的就労を目指し、GHなどを探している）で､進路決
定率は75％であった。

○現在のハード環境の中で、二人部屋の居室は仕切って
一人の空間に改修し、プライベートを確保して落ち着けるよ
うに工夫している。

管理
状況

適切な
管理の
履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等
の遵
守、組
織マネ
ジメント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○ヒヤリハットや事故の報告徹底を図り、事故防止・再発
防止に実効を上げている。

○災害時の安全確保等については、事業継続計画（BCP）
の他に園の地形的立地状況を考慮し、津波や洪水等を想
定した避難確保計画を策定して高台への避難訓練を実施
している。

○社会人として遵守すべき法・規範・倫理などを法人就業
規則、職員倫理規程、業務マニュアルに明示し、研修等で
周知徹底することで、職員の法令順守が浸透している。

○入所時に部門長が子どもの権利について伝え、子ども
が集まる防災訓練時等に園長が「子どもの権利ノート」の
所持を確認し、必要な時に周りの大人・支援者に相談する
ことの重要性を説明している。

○権利擁護委員会を年５回開催し、関係するチェックリスト
を活用しての定期的な自己点検、マルトリートメント防止研
修、支援力向上に係る研修を実施している。

○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、
不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

財務・
財産の
状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している

○財政援助団体等監査において、改修等工事契約が不適
切である旨指摘を受けた。契約書に特記仕様書を添付し、
改善済である。

○物品管理は、協定に基づき適切に行われている。
○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか （項目ごとに評価する）

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○個人情報の保護、情報セキュリティー等情報管理を徹底
している。

○子ども向けに「生活のしおり」を用意して、寮の生活や楽
しい行事についてたくさんの写真を載せて紹介し、ふりが
なをつけて分かりやすい表現で園生活を伝えている。

○都への報告は適時、適切に行われている。

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされている
か

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

〇法律、条例等を遵守し、適切に施設を運営している。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である



17 ×1 ○

18 ×2 ○

19 ×2 ○ -

20 ×1 ○

【１次評価結果】

【確認事項】

２６点
26点以下

事業者の
財務状況

特段の問題は見当たらない。

B

特命要件の継続 公的役割を果たす施設として、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性が高く、利用者への長期的な安定したサービス提供が求められるため（継続有）。

特記事項

○施設全体の入所率は95.1％で、新規受入率は112.5%となっており、積極的に入所の受入れを行っている。
○入所児童のうち７割が情緒的な問題を抱えており、また、非社会的行為（授業妨害、いじめ等）のある児童が７割以上、服薬管理が必要な児童も約５割と高い。児童相談所、学校、医
療機関等の関係機関と連携しながら、医療的・心理的ケア等の専門的支援を行った。
○一人ひとりの基礎学力向上と、学習習慣の定着を図ったうえで、社会体験・学習を通じて、子ども達の進路支援をしている。
○二人の心理職が役割分担をしながら、入所児童の心の不調に対応している。
○子ども達の生活を共に支える地域の関係者や団体との連携強化に努め、子どもたちの育成に協力的で良好な関係を継続している。

事業
効果

１次評価
結果

得点
S A

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

27点

B C

21点

標準点
評価基準

○「事業団人材育成方針」（人材育成計画）及びキャリアパ
スを策定して研修等で丁寧に説明し、職員の育成及びキャ
リアアップ等に資している。新任職員の育成でチューターを
配置し、育成計画に基づき効果的なＯＪＴを実践している。

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

28点以上
19点以上

18点以下

○二人の心理職が役割分担をしながら、入所児童の心の
不調に対応している。一人はセラピー室で個別の心理療
法を中心にし、もう一人は各寮に出向き、寮の福祉職に混
じって児童とのコミュニケーションをとることに重心を置いて
いる。このようなバリエーションを持つことで、大きな網をか
けるように、様々な場面で児童の心の不調を捉え、対応す
ることができている。

○地域の青少年育成協力会、ＰＴＡ等からの情報を収集し
て、職員間で共有し年間で計画を立てることで、子ども達
の体験の幅を広げている。

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

○市の地域公益事業推進法人協議会に参画し、その中で
「福祉なんでも相談窓口」を開設し、園の機能や専門性を
活かした地域貢献活動を行い、地域の一員として地域福
祉の向上に取り組んでいる。

○子育て専門機関として「子育て講演会」の開催や地域ク
ラブや子ども会への積極的な参加を通して､地域の教育環
境の向上に努めている。

評点

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

要改善事項等 ○財政援助団体等監査において、改修等工事契約が不適切である旨指摘を受けた。契約書に特記仕様書を添付し、改善済である。

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか



東京都東村山福祉園
（東京都東村山市萩山町一丁目３５番地１）

社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 〇

2 ×1 〇

3 ×1 〇

4 ×1 〇

5 ×1 〇

6 ×1 〇

7 ×1 〇

8 ×2 〇

9 ×1 - 〇

10 ×1 〇

11 ×1 〇

12 ×1 〇

13 ×1 〇

14 ×1 〇

15 ×1 - 〇

16 ×1 - 〇

○積極的な情報発信を行っており、ホームページでは子ど
もの生活の様子、行事の告知、入所案内、強度行動障害
などの専門的な支援を行っていることを紹介している。

○子どものユニットでの生活の様子は「ユニット便り」に載
せ、家族向けに発行している。

○事故等について、迅速に報告がなされるとともに、関係
機関と連携しながら現場検証を行い、原因の究明や問題
点への対応を見直す等再発防止に努めている。

○指導監査において、利用者へのサービス情報提供の観
点から指摘を受けており、虐待啓発掲示物が未掲示という
指摘を受けたが、速やかに改善している。

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされている
か

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか

（項目ごとに評価する）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

・事務所業務の標準化を図っているか

○リスクマネジメント委員会を設け、ヒヤリハット事例の分
析に基づく事故防止策を実施している。事業団全体に影響
を及ぼすような大規模な事案の再発防止については、一
人ひとり確認書に署名させることで周知徹底を行ってい
る。

○夜間を想定した避難訓練を含む消防訓練を毎月実施し
ているほか、防災用品の確認や炊出し訓練等安全確保に
向け多角的な取組を行っている。

○毎月虐待防止委員会を開催している。虐待防止チェック
シートも活用し、不適切な支援の早期発見と対応に努めて
いる。

○園で実施する権利擁護や虐待防止に関する研修に加
え、事業団共通の虐待防止ｅ-ラーニング研修を全職員が
受講している。強度行動障害の子どもへの支援における
職員負担の軽減と支援力向上のため、外部の専門家によ
るアドバイスが受けられるようにしている。

○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、
不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

財務・
財産の
状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している

○園で実施している各種サービスについて経理を明確に
区分して適切に処理されている。

○帳簿類について、保管場所を明確にして適切に保管さ
れている。○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

○事業所が目指す経営・サービスを実現するために必要
な人材構成としているほか、人員に変更があった場合、所
定の期限までに都に報告を行っている。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○利用開始前に状況を把握し、以降も適宜保護者と連絡
を取り合い、適切な支援をしている。

○毎回の利用時には、所定のアセスメントを実施し、利用
者の生活状況を細かく把握している。利用終了時には、子
どもが園で経験したことが、家庭での生活にどのように反
映できるかについても検討している。

○子どもの日々の様子や場面等の支援とその結果につい
て、児童発達支援管理責任者の指導の基に決められた、
統一した様式で記録を行っている。この記録は強度行動障
害の判定を受ける際に重要な資料として活用するととも
に、職員が子ども一人ひとりへの共通理解を持って支援を
することにつながっている。

○同性介護を徹底するため、職員の配置やシフト調整を
行っている。また、毎年９月はプライバシー保護強化月間と
し、プライバシー保護を徹底するため、職員の心得や方針
を朝礼時に唱和し、意識付けが行われている。

管理
状況

適切な
管理の
履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等
の遵
守、組
織マネ
ジメント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

○基本協定、年度協定で定める守るべき関係法令等を遵
守し、適切に施設を運営している。

○軽微な指摘、指導について、速やかに改善している。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

評価シート（社会福祉施設）

大項目 中項目 確認項目 評価水準
配点 評価理由

施設名

施設種別 福祉型障害児入所施設（所在地）

指定管理者

評価



17 ×1 〇

18 ×2 〇

19 ×2 ― ― ―

20 ×1 〇

【１次評価結果】

【確認事項】

要改善事項等

実地監査において２点の指摘を受けている。
○１点目はサービスを提供したことについて、入所給付決定保護者から確認を得ていなかったということで、改善状況としては令和６年４月から「利用者サービス提供記録」を作成し、必
要な事項の記録について入所給付決定保護者から確認を受けるようにしている。
○２点目は園内において虐待防止啓発掲示物を掲示していなかったということで、改善状況としては令和５年度年内に施設玄関エントランス部に虐待防止啓発ポスターを掲示してい
る。

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

○年間事業計画等に基づき、都の政策と連動した事業を
実施している。

○長年続いていた、改築事業が終了し、令和５年度に新建
物へ移行した。園の利用者や職員が一体となり、改築工事
に協力しており、竣工式や引越し等も関係機関との協力を
しながら、無事に終了することができた。

特記事項

〇園では令和５年度、新設の建物に移転している。全職員が一丸となって仮設建物からの引っ越しを円滑に行った。新設の建物においては最新の設備を導入するとともに、全室個室
化してプライベート空間を保障している。
〇民間の施設では対応が困難な強度行動障害のある児童や、医療的ケアを必要とする児童を受け入れ、専門的支援を提供する等、都におけるセーフティネットとしての役割を果たし
ている。特に、強度行動障害と判定された児童には、行動障害軽減に向けた入所支援計画を作成し、福祉職と専門職が連携して統一的な支援を提供している。
〇短期入所事業については、２つの新ユニット開設に合わせ、６月から定員を２名増やし、都内全域からのニーズに応えることができるよう取り組んだ。
〇緊急時などに対応できるように、ユニット間の協力体制を設定し、その連絡方法等を整備することで、安心で安全な生活環境を提供している。具体的には、職員配置やシフト調整を
行い、緊急時に対応できる体制を整えていることや、インカムの導入など、緊急時への備えも行っている。これにより、夜間など、勤務者が少ない時間帯であっても、協力関係により職
員が安心して業務を行うことができている。

事業
効果

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

※「水準を下回る」評価があるため、評価せず。
・児童の障害特性に応じて、福祉職と専門職（医師・看護
師・心理職等）が連携して生活づくりに取り組んでいる。
・重度最重度の知的障害を抱える児童の高等部卒業後の
地域移行に向けて、移行担当職員を軸とし、高等部一年生
の早い段階から計画的に進めている。その結果、令和５年
度では高校３年生８名のうち合計６名の移行先が確定して
いる。
・緊急時などに対応できるようにユニット間の協力体制を設
定し、連絡方法等を整備することで、安心で安全な生活環
境を提供している。

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

27点28点以上
19点以上

18点以下

○利用者と家族の意向は、満足度調査や家族連絡会で出
される意見で把握しているほか、地域福祉の現状は地域
団体が主催する連絡会などに参加し、情報を得ている。収
集した情報をもとに経営会議で事業運営の課題の検討を
している。

１次評価
結果

得点
S A

○事業団の計画に基づき、全職員を対象とした研修計画
を立案し、人材育成に努めている。新任職員にはチュー
ターがつき、個別指導をしている。各職員は自己申告に基
づいて年度目標を設定し、その達成に向けて必要な研修
を受けている。

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

B C

21点

評点

標準点
評価基準

　27点
26点以下

事業者の
財務状況

特段問題点はない。

A

特命要件の
継続

セーフティネットとしての都立施設の役割を果たすため、利用者支援及び施設運営について安全性と継続性を考慮していく必要がある。



東京都七生福祉園
（日野市程久保８４３番地）

社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 ○

2 ×1 ○

3 ×1 ○

4 ×1 ○

5 ×1 ○

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 ○

7 ×1 ○

8 ×2 ○

9 ×1 - ○

10 ×1 ○

11 ×1 ○

12 ×1 ○

13 ×1 ○

14 ×1 ○

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

〇保護者や関係機関と連携を図りながら、入所時には本人の
意向・要望を聞き取り、入所中は心情と生活の安定を第一
に、不安軽減を図っている。退所後に本人が安心して新たな
生活に臨めるよう、相談対応等をはじめとする継続的な支援
体制を整えている。不調の際には一時受け入れで立て直しを
図っている。

〇児童一人ひとりの年齢や障害特性に応じて、身の回りのこ
とを自身でできるようになるための支援、地域での自立した生
活に向けて社会性を養っていくための支援を行っている。成
人は個々の障害特性や心理状態に応じて個別の関わりを通
して適切なコミュニケーションにつなげていけるよう努めてい
る。

〇利用者の特性や状態に合わせた日中活動を充実させてお
り、専門の講師によるサークル活動を実施している。また、高
齢の利用者も日中活動に参加できるよう、委託車両による寮
から活動場所への送迎サービスを実施し、できる限り日中活
動に参加できるような工夫も行っている。

〇児童でサービス終了する場合は、退園連絡票を作成し、保
護者や関係機関との引継ぎを円滑進めている。また、アフ
ターケアにも力を入れており、２年間にわたり、訪問支援や相
談等を受けられる体制を取っている。

〇利用者の余暇や利用者・職員の様々な体験の拡充を目指
しＶＲヘッドセットの導入及びＷｉ－Ｆｉ環境の整備を行った。ま
た、「とろみ自動調理サーバー」を導入し、業務負担を軽減し、
利用者との向き合いの時間を増やすことに貢献した。

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

管理
状況

適切な
管理の
履行

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

（項目ごとに評価する）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

〇利用者支援、資産管理に関する情報等、蓄積される多くの
情報をデータ化し、情報セキュリティ対策基準やICT資産管理
ソフト運用ポリシー等を定め、適切な取扱いとなるよう取り組
んでいる。また、独自のICTシステムを構築して支援現場の職
員でデータ共有しやすくしており、ICT委員会での検討を実
施、適宜改善を図っている。

〇個人情報保護に関する職員の意識啓発、事故防止を徹底
するため、研修等、機会を捉え注意喚起するとともに、園で作
成した「個人情報の手渡し・持出し・移送手順書」を用いて、個
人情報の適切な管理・取扱いの徹底を図った。

〇ホームページから、「サービス内容」、「専門的な支援につ
いて」等を選択し、知りたい情報を入手できる。園だよりは、ル
ビと写真多用により、わかりやすい情報発信を心がけている。

〇事故等について、必要な措置をとりつつ、事案や状況に応
じた適時の報告がなされている。

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされているか

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

評価シート（社会福祉施設）

大項目 中項目 確認項目 評価水準
配点 評価理由

〇基本協定、年度協定で定める守るべき関係法令を遵守し、
適切に施設を運営している。
〇軽微な指摘、指導について、速やかに改善している。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

施設名

施設種別
障害者支援施設

福祉型障害児入所施設
（所在地）

指定管理者

評価

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

○事業所が目指す経営・サービスを実現するために必要な人
材構成としているほか、人員に変更があった場合、所定の期
限までに都に報告を行っている。

○業務の履行は適切か

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

〇事故報告やヒヤリ・ハット報告を分析し、リスク発生の傾向
を探ることで、利用者支援に活かすとともに、事故の未然回避
に努めた。また、ヒヤリ・ハット月報を作成し、毎月の事故防止
委員会やチーフ会議等で報告・共有し、事故防止に向けての
注意喚起を図った。

〇大規模災害が発生した場合においても、施設機能を維持
するとともに利用者の安全を確保するため、防災訓練年間計
画を策定し、定期的な訓練を実施するとともに食糧等の備蓄
を行った。火災や地震、日中・夜間・休日等を想定した避難・
通信訓練等を実施したほか、事業団合同防災訓練への参
加、炊出し訓練を実施した。また、日野市や近隣施設との協
定に基づく防災・防犯に関する協力関係を強化するため、近
隣３施設による連絡会を設置し、緊急連絡網を作成している。

〇令和５年度中に行われた監査で、電気工作物に関する不
備が指摘されており、これを踏まえ、専門業者と修繕を行い、
令和５年度中に処置を完了させた。

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等
の遵守、
組織マ
ネジメン
ト

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

〇職員行動規範や虐待防止ガイドライン等を作成して職員へ
周知し遵守事項の浸透に努めている他、職員が自らの支援
姿勢を振り返るためにチェックリストや自己点検表等を活用す
ることで適正化を図っている。

〇虐待防止及び身体拘束の適正化推進の取組を進めるた
め、事故防止委員会を事故防止・虐待防止委員会に改めると
ともに、各部門に虐待防止マネージャーを配置した。支援現
場を巡回しながら課題の抽出に努める等の取組の強化が行
われている。

〇一方で、園において支援上における不適切事案が発生して
おり、権利擁護に関してより一層の取組が求められる。

○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、
不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか



15 ×1 - ○

16 ×1 - ○

17 ×1 ○

18 ×2 ○

19 ×2 - - -

20 ×1 ○

【１次評価結果】

【確認事項】

財務・財
産の状
況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している

〇園で実施している各種サービスについて経理を明確に区分
して適切に処理されている。

〇物品の取得、廃棄について、協定に基づき適時報告及び
承認依頼を実施している。

〇帳簿類について、保管場所を明確にして適切に保管されて
いる。

○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している

評点

標準点
評価基準

１次評価
結果

得点
S A

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

〇年間事業計画に基づき、都の政策と連動した事業を展開し
ている。

〇成人・児童ともに、地域移行を希望する利用者について
は、保護者の理解と協力を得ながら、関係機関と連携し地域
生活移行に取り組んだ。また、児童については、本人に対し
移行に関するガイダンスを早期から行い、自立に向けた生活
訓練も行っている。

〇福祉型障害児入所施設における18歳以上の児童（いわゆ
る過齢児）の在籍延長規定廃止による他施設及び地域への
移行を進め、過齢児は全員の移行先が決定、順次移行した。
移行に際し、都所管部署をはじめ、福祉司、実施機関、児童
相談所、都内・都外の障害者支援施設・障害福祉サービス事
業所との調整を進めた。

〇児童の受け入れに関しては、都や児童相談所との連携を
図っており、他の施設が避ける難しいケースの利用者を積極
的に受け入れ、職員が長年の知識と経験を活かし、サービス
提供を行っており、都のセーフティネットとして役割を果たして
いる。

特記事項

〇保護者や関係機関と連携を図りながら、入所時には本人の意向・要望を聞き取り、入所中は心情と生活の安定を第一に、不安軽減を図っている。
〇児童一人ひとりの年齢や障害特性に応じて、身の回りのことを自身でできるようになるための支援を行っている。
　また、地域移行を積極的に取り組んでおり、地域での自立した生活に向けて社会性を養っていくための支援、地域移行後のアフターケア等を充実させている。
〇成人は個々の障害特性や心理状態に応じて個別の関わりを通して適切なコミュニケーションにつなげていけるよう努めている。
〇利用者の特性や状態に合わせた日中活動を充実させ、できる限り多くの利用者が参加できるように工夫を続けている。
〇利用者の余暇や職員の支援力向上のため、ICT機器の導入を積極的に進めており、利用者への支援の充実に努めている。

事業
効果

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

　２５点
26点以下

事業者の
財務状況

特段問題となる点はない。

BB C

21点

特命要件の
継続

セーフティネットとしての都立施設の役割を果たすため、利用者支援及び施設運営について安全性と継続性を考慮していく必要がある。

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

〇「研修等人材育成調整会議」において、園全体の研修の調
整と進行管理を行った。事業団が行う研修（職層別研修、課
題別研修）、園独自の研修、外部機関が実施する研修を活
用、組み合わせ、個々の職員が必要な時期に必要な研修を
受講できるよう、総合的に調整した。

〇園独自の研修については、「基礎・基盤」と、「応用・発展」
に再編し、計画的・効果的に園職員の資質向上を図るよう努
めた。

〇地域と密接な関係も築いており、地域協議会や関係団体と
の交流、相談支援事業等を通じて地域ニーズに柔軟に対応し
ている。同時に、都の協議会や公的サイトからも福祉情報を
入手している。

○利用者が第三者相談員を身近に感じられるよう、開催通知
に来園する相談員の名前を明記し認知度向上に努めたほ
か、相談員について可能な限り担当寮を固定し、顔なじみの
関係をつくれるようにした。このことにより双方の関係が深ま
り、相談員が気付いた利用者の変化を園にフィードバックする
ことにつながり、支援の質を向上させた。

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

27点28点以上
19点以上

18点以下

要改善事項等
〇園において支援上における不適切事案が発生しており、権利擁護に対する一層の取組が求められる。
〇令和５年度中に行われた監査で、電気工作物に関する不備が指摘されており、これを踏まえ、専門業者に修理委託を行い、令和５年度中に処置を完了させた。

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

―

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか



東京都千葉福祉園
（千葉県袖ケ浦市代宿８番地）

社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 ○

2 ×1 ○

3 ×1 ○

4 ×1 ○

5 ×1 ○

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 ○

7 ×1 ○

8 ×2 ○

9 ×1 - ○

10 ×1 ○

11 ×1 ○

12 ×1 ○

〇園では、新規採用職員や転入職員に対し「職員倫理綱領と人権ガイド
ライン」や「虐待防止」の研修を実施している。「個人情報保護方針」も説
明している。年２回、職員が自らの言動についてチェックし、寮会議で話
し合っている。その他、ロールプレイング等を寮会議で実施しており、寮
全体で虐待防止、権利擁護へ取り組んだ。

〇虐待防止啓発活動の一環として、虐待防止委員会から各寮へ「標語」
を募集し、標語の中から、特に優秀である24作品を選びポスターにして
いる。ポスターは、毎月２作品ずつ各部署や多くの人の目に見える場所
に掲示されており、日頃から虐待防止の意識の向上につながっている。
また、11月を虐待防止強化月間と位置づけ、各部署で虐待防止強化月
間ポスターを掲示することで、虐待防止への関心を高め、意識の向上を
図る取組も行っている。

〇利用者や職員のプラス面に着目した「にっこりほっと・サンクスカード」
というツールを活用しており、共有サーバー内で全職員が自由に記入や
閲覧ができるようになっている。これにより、利用者との関わりあいの中
での、ホッとすることを職員全員で共有するだけでなく、職員同士でそれ
ぞれの頑張りや良さを認め合い、全員の人権を大切にする、温かみのあ
る施設を構築している。
更にこれを浸透させていくツールとして、これまでの取組をまとめた冊子
『ちばふくくれど　クスくすＢｏｏｋ』を作成し、全部署へ配布した。

○利用者の権利擁護の取組を行うとと
もに、不適切な支援の防止に努めてい
るか

○関係法令等が遵守されているか

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施
設として守るべき法律・条令等を遵守
し、適切に施設を運営している

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等
の遵守、
組織マ
ネジメン
ト

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として
守るべきことを明確にし、その達成に
取り組んでいるか

○個人情報やその他の情報資産を適
切に管理しているか

（項目ごとに評価する）
○福祉サービス第三者評価を受審
し、サブカテゴリー配下の標準項目
数に対する実施ありの項目数割合
が９割以上である

〇「東京都千葉福祉園個人情報保護方針」の中で、個人情報の利用目
的を明示しており、かつ個人情報管理マニュアルの策定、情報端末の一
元管理ソフトウェアの導入、郵便のダブルチェック等の対応を行ってい
る。

〇園が使用している契約書や重要事項説明書等のサービス利用に関す
る重要な書類は、ふりがなを振るなど、利用者や家族が契約内容を把握
できるよう配慮がなされている。

〇園だよりやHPで園の事業や日々の様子を公開しており、園の内外で
園の情報を得られるようになっている。

〇また園では、見通しを持つことが苦手な利用者に、ホワイトボードで活
動や一日の流れを示し、視覚的に分かるようにして、次に行うことやサー
ビスの内容を伝達する等の工夫を行っている。

〇事故報告に関しては適切な対応を実施し、都へも報告されている。ま
た、内容に疑義にある場合に、都から確認に速やかに応じている（追加
資料等の提出や事実確認等）。その他、業務に関する報告等が随時さ
れており、園・事業団本部・都と連携して対応している。

○利用者へのサービス情報の提供は
なされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

○月例報告等、都への定例的な報
告を適切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措
置を取った上で速やかに報告を行っ
ている
○都による報告の聴取及び調査に
対する対応を適切に行っている

○福祉サービス第三者評価を受審
し、サブカテゴリー配下の標準項目
数に対する実施ありの項目数割合
が９割以上である

〇基本協定、年度協定で定める守るべき関係法令等を遵守し、適切に
施設を運営している。

○福祉サービス第三者評価を受審
し、サブカテゴリー配下の標準項目
数に対する実施ありの項目数割合
が９割以上である

評価シート（社会福祉施設）

大項目 中項目 確認項目 評価水準
配点 評価理由

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審
し、サブカテゴリー配下の標準項目
数に対する実施ありの項目数割合
が９割以上である

〇園が使用している契約書や重要事項説明書等のサービス利用に関す
る重要な書類は、ふりがなを振るなど、利用者や家族が契約内容を把握
できるよう配慮がなされている。契約にあたっては、担当職員が十分に
時間をかけ、丁寧に説明を行っている。

〇利用開始時のアセスメントの聞き取りを丁寧に行っている。生活をする
うえで本人が求めていること、得意なこと、活動の好みや他者との関り状
況などを確認し、スムーズに園生活に慣れるよう対応している。

〇生活開始に際し、寮になじめるように歓迎会を行ったり、声かけの頻
度を増やす等、ご本人が安心して生活できるような配慮を行っている。

〇関係機関と連携しながら、ご本人や家族の意向に沿った個別支援計
画を策定している。また、ケース記録・健康日誌、事務日誌の蓄積、見直
しにより利用者の状況や変化を把握し、日々の支援の質の向上につな
げている。

〇園では、寮プログラム・センタープログラム・療法サービスなど、利用者
の障害特性や年齢、興味に合わせた様々な日中活動を提供している。

〇専門職と連携し、療法士監修メニューと対象者別標準メニューを組み
合わせ、利用者の機能維持・誤嚥防止・精神安定等に特化した活動等も
提供している。

〇利用者が意思表示できるよう、外部委員による相談日を年４回設定す
る取組を行っている。また、同性介護の基本とし、着替え排泄等もカーテ
ンや扉を閉める等、羞恥心に配慮した取組をしている。

〇多彩なマニュアルを備えており、共有フォルダや寮で備えられているた
め、職員がいつでも確認することができる。また概要版を作成し、見える
場所に掲示するなど、工夫も行っている。

・個別の支援計画に基づき支援を実
施するとともに、利用者が充実した
生活を送れるように取り組んでいる
か。

・サービスの実施にあたって利用者
のプライバシーに配慮し、個人の意
思を尊重しているか

・サービスの開始・終了時の対応は
適切か

・個別状況に応じた計画策定・記録
を行っているか

施設名

施設種別
障害者支援施設

福祉型障害児入所施設
（所在地）

指定管理者

評価

○法令等に基づく職員配置基準ど
おりに適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報
告している

〇事業所が目指す経営・サービスを実現するために必要な人材構成とし
ているほか、人員に変更があった場合、所定の期限までに都に報告を
行っている。

管理
状況

適切な
管理の
履行



13 ×1 ○

14 ×1 ○

15 ×1 - ○

16 ×1 - ○

17 ×1 ○

18 ×2 ○

19 ×2 ○ -

【１次評価結果】

【確認事項】

○利用者へのサービス向上等のた
め、研修計画を定め、計画に基づく
人材育成を実施している

○利用者意向や地域の福祉の現状
等、事業を取り巻く環境に関する情報
を収集・活用し、サービス内容が向上し
ているか

20

27点

特命要件の
継続 当面、利用者支援及び施設運営について安全性と継続性を考慮していく必要がある。

28点以上
19点以上

18点以下

要改善事項等

A
B C

21点

評点

標準点
評価基準

１次評価
結果

得点
S

○サービス向上に向けた創意工夫をし
ているか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除
く。）のいずれかにおいて、「水準を
上回る」取組を行っており、かつ、更
に評価すべき取組や実績、成果が
認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれか
の評価が「水準を下回る」場合は、こ
の項目は評価しない

〇園では充実した日中活動を展開しており、園では、寮プログラム・セン
タープログラム・療法サービスなど、利用者の障害特性や年齢、興味に
合わせた様々な日中活動を提供している。車椅子の利用者や転倒リス
クのある利用者についても、畑ではベニヤを敷設し車椅子を通れるよう
な工夫や日中活動担当職員が付き添いを常に行う等、利用者が少しで
も多く日中活動に参加できるように工夫を行っている。

〇園内に配置されている専門職と連携して、支援に当たっている。例とし
て、理学療法士との連携については、利用者の残存機能の維持・向上に
つながる支援を常に検討している。歯科医師や言語聴覚士と連携して、
誤嚥防止体操や口腔内刺激による誤嚥防止も実施しているほか、食事
場面での食事形態への助言や指導が行われている。

〇千葉福祉園では、食事に対して力を入れている。利用者は日々、食事
を楽しみにしているが、利用者からの様々な要望や意見を募り、これを
基に給食委員会で食事について検討を行っている。

〇ICT機器等の導入により、利用者の安全の更なる確保、職員の負担軽
減等へ日々取り組んでいる。令和５年度は、とろみ自動調理サーバー機
を未設置の寮へ導入、シルエット型見守りセンサー、眠りスキャンの導入
を推進した。

〇園では毎年、利用者満足度調査を実施しており、利用者の意向が支
援や運営に反映されているかチェックを行っている。
〇園では、地域の社会福祉法人や社会福祉施設等の関係者と連携し、
地域福祉に関する情報を収集している。袖ヶ浦市社会福祉施設等連絡
協議会、君津圏域障害者グループホーム等連絡協議会、障害者雇用連
絡協議会等への参加を通じ、相談支援事業や利用者の地域移行に関す
る情報交換を行っている。

事業
効果

２７点
26点以下

事業者の
財務状況 特段問題となる点はない。

〇各職員は自己申告を基に、能力開発目標や職務目標を設定してお
り、管理職との面談時に確認を行っている。
〇OJTチューター制度を導入しており、職員の育成に寄与している。
〇園内事例研究発表会を年1回開催しており、職員の学習の機会と事例
研究の共有の機会を設定している。
〇大規模施設である強みを生かし、職員が所属寮以外の寮に勤務す
る、短期間交流人事制度である「園ナカ留学」を実施している。園内に多
数ある各寮の違いや支援方法を省みる機会を設ける行っており、職員の
支援力向上や全体的な組織力の向上等にも寄与している。

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

〇都の障害福祉行政におけるセーフティーネットの役割として、被虐待
児や愛着障害、精神疾患等の特別な支援が必要な利用者・児童の受入
れと支援を行った。

〇児童の受け入れに関しては、都や児童相談所との連携を図っており、
児童の教育面では、特別支援学校と定期的な情報交換等で連携してい
る。

〇福祉型障害児入所施設における18歳以上の児童（いわゆる過齢児）
の在籍延長規定廃止による他施設及び地域への移行を進め、過齢児は
全員の移行先が決定、順次移行した。移行に際し、都所管部署をはじ
め、福祉司、実施機関、児童相談所、都内グループホーム、君津圏域の
障害福祉サービス事業所等との調整を密に行った。

〇令和６年度の児童寮廃止（予定）に伴う、地域移行先の選定や決定に
ついても取り組んでおり、徐々に移行先が決定している状況である。移
行先を決めるに当たっても、児童に寄り添い、児童と職員が一緒になっ
て考えている。こちらの移行についても、過齢児移行と同様に都所管部
署、福祉司、実施機関、児童相談所、各障害福祉サービス事業所との調
整を行っている。

〇大規模改修工事の計画を策定するに当たり、支援するうえでの現状
の課題等に対する解決案を都や関係各所と連携し、検討した。

○×1
○年間事業計画等に基づき、都の
政策と連動した事業や関係機関等と
の連携を図っている

○行政や関係機関等と連携した事業を
実施しているか

○福祉サービス第三者評価を受審
し、サブカテゴリー配下の標準項目
数に対する実施ありの項目数割合
が９割以上である

A

〇特段なし

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

特記事項

〇園では、利用者の安心安全はもちろんのこと、利用者の生活が豊かなものになるような工夫を職員が常に考えている。
〇利用者の支援については、ご本人や家族からの要望、専門職との意見を踏まえ、個別支援計画を策定し、職員がけが等ないように、優しく声がけを行いながら支援を行っている。
〇日中活動や給食等で利用者が楽しめるような企画や工夫を重ねており、利用者の重度高齢化が進んでいることも踏まえ、実施内容や方法等も工夫するなどしている。
〇ICT機器等の導入により、利用者の安全の更なる確保、職員の負担軽減等へ日々取り組んでいる。
〇人材育成については、実技研修等も含めた多様な研修を実施しているほか、「園ナカ留学」という独自研修も実施し、職員の支援力向上や次世代のリーダーの発掘に取り組んでいる。

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

○サービス向上等のために人材を育
成しているか

財務・財
産の状
況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管
理は適切か

○法人が行っている他の事業と経理を
明確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経
理帳簿等を適切に整備・保管している

〇経理帳簿等は適切に整備及び保管されている。
〇監査についても文書指摘等を受けていない。
〇都有財産及び物品管理等についても、特段の問題はなく、年度協定
に基づく財産管理がなされており、取得、不適格品等の報告にしても適
正に行われた。

○都有財産（物品など）の管理は適切
か

○年度協定に基づく財産管理がなされ
ている
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している

○リスクマネジメントに計画的に取り組
んでいるか

○福祉サービス第三者評価を受審
し、サブカテゴリー配下の標準項目
数に対する実施ありの項目数割合
が９割以上である

〇園では副園長をリスクマネージャーとして配置しており、リスクマネー
ジャーは利用者支援に関わるヒヤリハットの報告を受け、対応、集計及
び分析を実施している。。ヒヤリハット事案については、専用のシステム
を構築しており、迅速に情報共有されている。
〇与薬支援、誤嚥事故防止、業務の負担軽減及び利用者支援の時間
確保へ力を入れて取り組んでいる。与薬支援については、マニュアルの
活用状況を年２回確認、改善を図っており、服薬支援システムの導入等
を行っている。誤嚥事故防止については、ガイドラインを作成し、全体周
知を図っている。
〇施設内外の設備関係は、建物維持管理業者が24時間常駐し、適切な
保守管理を実施。
〇自衛消防隊による日々の訓練、夜間防災訓練、総合防災訓練を定期
的に行い、大規模施設であっても、利用者及び職員の安全を十分に確
保できるような体制構築や訓練を行っている。

○施設内外の構造物や設備等の安全
確保や防災等の取組を行い、利用者
の安全を確保しているか

○構造物・設備等に関する法令等に
定める基準を遵守し、基本協定、年
度協定で定める「施設及び付帯設備
の管理に関する要領」等に基づき、
適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行っ
ている
○避難及び消火訓練を実施してい
る（法令等で定められた所定回数）

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか



東京都八王子福祉園
（東京都八王子市西寺方町７６番地）

社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 〇

2 ×1 〇

3 ×1 〇

4 ×1 〇

5 ×1 〇

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 〇

7 ×1 〇

8 ×2 〇

9 ×1 〇

10 ×1 〇

11 ×1 〇

12 ×1 〇

13 ×1 〇

14 ×1 〇

15 ×1 〇

16 ×1 〇

○基本協定、年度協定で定める守るべき関係法令等を遵
守し、適切に施設を運営している。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

評価シート（社会福祉施設）

施設名

施設種別 障害者支援施設（所在地）

指定管理者

○コンプライアンスや人権擁護、虐待防止をテーマにした
研修をそれぞれ悉皆研修に位置付け、実施している。さら
に新任職員、異動職員には年度当初に虐待等防止研修の
受講を義務付けるとともに支援の手引書を配布し、規範意
識の醸成を図っている。虐待防止に関しては、悉皆研修の
ほかに法人本部による全職員アンケートを実施。アンケー
トの結果に基づき不適切な支援の防止に向けて、職員間
での話し合いを実施している。加えて、施設独自にチェック
リストを作成し、振り返りを実施している。虐待等不適切と
思われる行為を発見した場合の手順と体制も定められて
いる。

○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、
不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

評価

大項目 中項目 確認項目 評価水準
配点 評価理由

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

○事業所が目指す経営・サービスを実現するために必要
な人材構成としているほか、人員に変更があった場合、所
定の期限までに都に報告を行っている。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○新規入所に当たっては、職員が訪問面談に出向き、入
所前の生活状況の聞き取りを行い、生活環境の変化によ
る負担が極力少なくなるように支援や環境を整えている。

○利用者の希望を踏まえた「くらしのプラン（個別支援計
画）」を作成し、計画に対する達成状況の評価をつけること
で次年度の支援につなげている。さらに、一人ひとりの意
向や障害特性などに沿い、生活棟と健康推進科間など多
職種でより一層の連携を図り、利用者本位で専門的な支
援を提供している。

○強度行動障害研修等を始めとする各種研修への職員の
参加や喀痰吸引の資格取得者の養成など、専門性の高い
サービスの提供に努めている。

管理
状況

適切な
管理の
履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等
の遵
守、組
織マネ
ジメント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか （項目ごとに評価する）

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○園においてセキュリティインシデント（フェイクアラート）が
発生した。早急に対応し、漏洩情報は確認されなかった
が、再発防止に向けた注意喚起を実施した。

○園のホームページにて、サービス内容、専門的な支援な
どのコンテンツを掲載している。職員によるブログもあり、
園祭や出張販売などの様子を写真入りで紹介している。

○介護給付費等の請求事務に関して、一部、請求の遅延
や誤りがあったため、都による指導及び適切な事務処理に
向けた支援を行い、改善が図られた。

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされている
か

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○リスクマネジメント委員会を中心に、利用者の急病や単
独外出等の訓練を計画的に実施している。また、事故事例
の集計・分析結果をリスクマネージャー会議等で共有し、
検証・討議を行うことにより、事故防止に努めている。

○毎月防災訓練を実施しているほか、地元の警察署の協
力のもと、園内への不審者侵入を想定した防犯訓練を行っ
た。

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

財務・
財産の
状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している ○経理帳簿等の整理、保管を徹底し、適切に経理処理が

行われている。また、財産管理についても整理簿等の整備
を進め、適切に実施している。

○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している



17 ×1 〇

18 ×2 〇

19 ×2 - - -

20 ×1 〇

【１次評価結果】

【確認事項】

２４点
26点以下

事業者の
財務状況 特段問題はない。

BB C

21点

特命要件の
継続 セーフティネットとしての都立施設の役割を果たすため、利用者支援及び施設運営について安全性と継続性を考慮していく必要がある。

28点以上
19点以上

18点以下

要改善事項等
○園においてセキュリティインシデント（フェイクアラート）が発生した。同日中に事業団本部より全職員一人ひとりに対して注意喚起の連絡を周知、合わせて園支援部門から園内に対して
注意喚起の連絡を周知した。さらに翌16日には園管理部門より４月に発生した同様の事案の周知メールを改めて園内に周知した。
○介護給付費等の請求事務に関して、園の運営管理に対する支援の一環として指導通知を発出し、適切な事務処理に向けた支援を行った。

評点

標準点
評価基準

１次評価
結果

得点
S A

27点

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

○八王子市障害者地域自立支援協議会等での活動を通
じて、地域と連携して課題に取り組んでいる。

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

○各利用者のプライマリーナース（担当看護師）制を実施
し、生活棟と健康推進科が連携を図りながら、適切な医療
的ケアを実施している。

○日中活動は、利用者の高齢化・虚弱化や多様化する
ニーズに対応し、個別支援計画に応じて選択できるよう
に、週21種類のプログラムを提供している。

○利用者の嗜好に対応できるよう選択食をしており、栄養
士は、利用者にアンケートを取り、希望を献立に反映して
いる。また、どのような形態であっても形や味が残るように
工夫しており、定期的にペーストバイキングを実施するなど
安全で楽しい食事を提供している。

○毎年利用者本人を対象に満足度調査を実施し、意向を
把握した上で可能な限りサービスに反映するよう努めてい
る。

○年度当初に全職員が職級等に応じて、個別研修計画書
を作成し、計画的な研修受講を図っている。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

特記事項
○医師や看護師等と寮職員が各利用者の健康・生活面の情報を共有して効果的な支援を行っている。また、作業療法士等のアドバイスを受けながら、日常生活における利用者の動作
や介護にリハビリ的な視点を取り入れるなど効果的な生活機能維持に取り組んでいる。
○強度行動障害研修等を始めとする各種研修への参加や喀痰吸引の資格取得者の養成など、高い専門性を持つ職員の育成に努めている。

事業
効果

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している



東京都清瀬喜望園
（東京都清瀬市竹丘3－１－72）

社会福祉法人まりも会

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり
1点

水準を下回る
0点

1 ×1 〇

2 ×1 〇

3 ×1 〇

4 ×1 〇

5 ×1 〇

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 〇

7 ×1 〇

8 ×2 〇

9 ×1 - 〇

10 ×1 〇

11 ×1 〇

12 ×1 〇

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

○個人情報保護のため個人情報保護規程のほか、コンプ
ライアンスガイダンスの中にもプライバシーの保障と職員
の責務を記載している。また、コンプライアンス研修の一環
として事業所内研修と法人研修を行っており、個人情報保
護については複数回にわたって学習する機会を設けるな
ど、重層的な取組みで職員の個人情報保護に関する理解
を進めている。

○個別支援計画などは、データベース管理しており、階層
別のアクセス権限を設定している。

○ホームページは法人本部で一括管理され、トピックスや
新施設の進捗状況、アクセス等を掲載している。パンフレッ
トはコンセプトのほかにサービスの内容、ユニット説明、日
常生活の様子、地域とのつながりについてイラスト付きで
わかりやすく紹介している。

（項目ごとに評価する）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされているか

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

○指定管理者変更に伴い、積極的に地域及び区市町村に
対し、民間移譲後の将来像（通所生活介護及び短期入所
の新規実施）の説明や、事業所のＰＲを行った。

○事故報告（重大事故を除く）や虐待通報については即
日、都に報告する体制が整っている。

○都が行う各種調査に対して適宜・適切に対応を行ってい
る。

○全職員に対して、社会人・福祉サービスに従事する者と
して守るべき法・規範・倫理（個人の尊厳を含む）などを周
知し、理解が深まるように取り組んでいる。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○より質の高いサービスを提供するためにマニュアルを整
備し、各委員会で見直しを行い、常に現状に即したマニュ
アルが維持できるよう取り組んでいる。

○コンプライアンス体制が確立しており、コンプライアンス
ガイドラインに利用者支援における行動規範、個人情報の
漏えい・利用者への虐待行為・ハラスメント行為の禁止に
関して、具体的に詳細を記載し、全職員対象のコンプライ
アンス研修やハラスメント研修やセルフチェックを行い、周
知を図っている。

○全部署から構成され毎月開催される苦情相談・人権擁
護委員会、トータルリスク委員会の中でコンプライアンス遵
守、苦情相談、虐待防止や身体拘束解除に関して常に状
況の確認、向上のための協議をしている。

○利用者入所時に苦情解決制度を丁寧に説明している。
以前、事業所と関わりのあった方や社会福祉士として活動
していた方の協力を得て、オンブズパーソン制度を導入し
ている。

○月２回のオンブズパーソン来所時には、随時利用者と懇
談してもらっている。職員に言いにくいことの相談や話し相
手としてなど、様々な目的で利用することができるように
なっている。聞き取りした内容は事業所への報告及び提供
サービスに反映している。

○毎月の苦情相談・虐待防止委員会で日常の虐待がない
よう、状況確認と対応を検討している。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

管理
状況

適切な
管理の
履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

評価理由

法令等
の遵
守、組
織マネ
ジメント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、
不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

○1.7対1の人員配置基準においても、東京都の入所調整
制度（身体分野）に加入し、障害支援区分の高い障害者を
積極的に受入れながら、人員配置基準を遵守した。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

○入所後の環境の変化に対応できるよう、ストレスや不安
の軽減に努めている。
○サービスの終了時には、不安が一つでも解消できるよう
対応している。

○利用者と話し合い、個別支援計画の見直しは半年ごとに
実施してる。
○アセスメントシートなどに利用者支援に必要な個別情報
を記録し、把握している。

○利用者の希望があれば随時個別面談を行っており、定
期的に計画の達成度に対して確認を行っている。
○利用者一人ひとりの意向をもとに、その人らしさが発揮
できる場を用意している。

○利用者が安心して生活が送れるように、一人ひとりの価
値観やこれまでの生活習慣に配慮し、共同生活の中で自
己選択・自己決定ができるよう支援に努めている。

評価シート（社会福祉施設）

施設名

施設種別 障害者支援施設（所在地）

指定管理者

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価



13 ×1 〇

14 ×1 〇

15 ×1 - 〇

16 ×1 - 〇

17 ×1 〇

18 ×2 〇

19 ×2 - - -

20 ×1 〇

【１次評価結果】

【確認事項】

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

○都と指定管理者とで施設運営及び新築工事に関する定
例会を月１回程度実施し、工事の進捗確認や補助金関係
の調整、民間移譲に向けた手続きなど綿密に調整を行っ
た。

特記事項

○診療所を併設しており、人工呼吸器の使用や酸素吸入を必要とする内部障害者や、平成29年度から受入れを開始した知的障害者に対し、医療専門職や生活支援員等の多職種連携
の下、医療的ケア・健康管理・生活支援を実施している。
○令和５年８月から都の入所調整会議（障害の重度性及び施設入所支援の必要性の高い者の利用を優先的に確保するため、入所の申込み及び利用者の決定に関する取扱いを明示
し、施設の入所決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施に資することを目的とした会議）に参加し、重篤な身体障害者等を入所させているため、都全
体での身体障害者の受入れの幅が広がっている。
○民間移譲を見据え、段階的に入所者を確保するため、都枠を活用した入所計画を立て、３月末には６０名と満床にすることができた。令和４年度より職員配置を2対１から1.7対１へと加
配したことに対応するため職員採用の取組も積極的に行うなど民間移譲を見据えた運営を実施した。
○新施設建設に当たっては、職員や利用者との意見交換を行い、意見を設計に反映するなど民間移譲に向けて一体的な機運を図った。

事業
効果

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

○毎月のミーティングで時々のリスク対策を検討している
が、内容や必要に応じて、感染症対策委員会などを開催し
検討している。

○継続的にＢＣＰを見直しており、災害用備品の備蓄にも
力を入れている。

27点

特命要件の
継続

特命要件は継続している。なお、R5年度をもって指定管理終了

28点以上
19点以上

18点以下

要改善事項等 なし

評点

標準点
評価基準

１次評価
結果

得点
S A

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

―

○生産活動、趣味的活動等のプログラムを用意し、利用者
一人ひとりが自分の意向のもとに、自分に合った活動内容
や参加頻度、時間を選択できるよう支援している。新たな
活動として外部講師による書道プログラム等を開催し、さら
に選択の幅は拡がりつつある。

○職員の育成のために研修に力を入れている。研修委員
会が事業所外での受講を調整し、計画に基づき職員を研
修に派遣しているほか、職場ごとに独自研修会を行った
り、事業所全体での研修時には内容の共有化を図るた
め、グループワークと発表の機会を設けている。

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

　27点
26点以下

事業者の
財務状況

問題点は認められず、事業実施内容に問題はない。

AB C

21点

財務・
財産の
状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している

○基本協定・年度協定の内容を確認、遵守し、適切な指定
管理料の執行管理に努めた。

○適切な物品・書類管理を行い、都に対して年次毎に報告
を行っている。

○民間移譲を見据えた物品整理や廃棄などを計画的に実
施した。また、物品管理については、民間移譲を見据えて
全物品について、残数確認及び新たにQRコードで備品管
理を行う手法へ変更し、QRコードシール貼り付け及び不用
品の積極的廃棄を行った。

○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している

○月１回定例開催している労働安全衛生委員会に産業
医、衛生管理者、職員代表、施設管理者、労働者（リー
ダー層）が毎回出席し、労働環境の点検や、産業医からの
助言、講話などが行われている。また、法定防災訓練を年
２回実施し、避難訓練、消火訓練、備蓄品の確認、炊き出
し（年１回）、避難用具（避難用担架、キャリダン）の使用方
法のレクチャー等を実施した。

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）



東京都立東大和療育センター（同分園よつぎ療育園を含む）

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 ○

2 ×1 〇

3 ×1 〇

4 ×1 〇

5 ×1 〇

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 〇

7 ×1 〇

8 ×2 〇

9 ×1 - 〇

10 ×1 〇

11 ×1 〇

12 ×1 〇

13 ×1 〇

14 ×1 〇

15 ×1 - 〇

16 ×1 - 〇

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している

〇経理処理は一部水準を下回るものがある。具体的に
は、予算執行管理において、年度途中の予算執行見込が
過大となっていた。また、予算執行見込が過大となってい
ることが判明した際に、速やかな都への報告を怠った。

〇都有財産の管理に一部不備があった。具体的には、供
用物品について、都への報告やシステム登録を適切に行
えていなかった。なお、システム登録については既に登録
済である。

〇経理に関する書類等の管理は適切に行われている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している

配点 評価理由

（東大和療育センター：東大和市桜が丘3-44-10、分園よつぎ療育園：葛飾区東四つ木4-44-1-101）

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

〇医療安全管理室に専任リスクマネージャーを配置し、イ
ンシデントアクシデントレポートの集計や分析を行い安全管
理を図っている。具体的には、インシデントのレベルを０か
ら３までの４段階に分け、レベル２以上のインシデントは、
分析と対策をリスクマネジメント委員会と協力し対応策を立
案し情報の共有化を図っている。

〇新型コロナウイルスに係る感染対策について、継続して
感染制御チームを立ち上げ、あらゆる対策を講じた結果、
令和５年度までクラスターの発生は生じていない。

〇大規模災害に備えたBCPを策定してる。保護者に対して
も説明する機会を設けて、理解を促すような取組に期待し
たい。

〇よつぎ療育園については、消防法に定められた年２回の
訓練（7月,2月）を行っている。東大和療育センターについて
は、よつぎ療育園と同様の年２回の訓練とは別で科ごとに
毎月避難訓練を行っている。

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

〇関係法令等を遵守して施設を運営している。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サブカ
テゴリー配下の標準項目数に対する実施あり
の項目数割合が９割以上である

○福祉サービス第三者評価を受審し、サブカ
テゴリー配下の標準項目数に対する実施あり
の項目数割合が９割以上である

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

評価シート（社会福祉施設）

大項目 中項目 確認項目 評価水準

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

○都への報告は適時、適切になされている
か

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか

〇運営方針に「コンプライアンス意識を身につけた人材の
育成」を盛り込み、研修会や部科内の会議などで、コンプラ
イアンスの重要性を周知している。

〇虐待防止・人権擁護に関する自己チェックリストを使っ
て、職員個々の振り返りと利用者対応が適切に行われて
いるか点検をしている。

○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、
不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

〇法令や協定に基づく職員配置基準どおりに適切に配置
されており、変更があった際の手続きを適切に行ってい
る。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

〇利用者等の希望と関係者の意見を取り入れた個別の支
援計画を作成している。個別支援計画については、医師・
MSW・リハビリ職員等で構成するケース会議で検討を行
い、各専門分野から支援状況を報告し、情報交換を行って
今後の医療や療育の方針などを協議している。また、計画
は半年ごとの見直しを行っている。

〇東大和療育センターでは、大島分類等で利用者の状態
や認知機能を評価し、個々の特性や状態に合わせたコミュ
ニケーションを大切にしている。連絡ノートや送迎時に利用
者の興味や関心事、家庭での出来事等について、家族か
ら聞き取るようにし、利用者との関係作りを図っている。言
語の意思表出が難しい方には、50音のコミュニケーション
ボードを使用したり四股の動きや視線・表情からYes・Noの
サインを読み取り、申し送り時や利用者カンファレンスの際
に、職員間で情報を共有しながら、利用者の思いや気持ち
を汲み取り、支援を行っている。

〇よつぎ療育園では、利用者の日々の生活の幅を広げる
ため、療育活動に工夫を凝らしている。成人グループに
は、歓迎会・時間延長療育・作品展・クリスマス会・二十歳
を祝う会、幼児グループには遠足（春と秋）、クリスマス会
などの行事を行っている。「よつぎ大相撲」と銘打ったグ
ループ活動では、事業所独自の「どすこい体操」で四股名
の入った化粧まわしを着用し、塩を撒く、四股を踏むなどの
動作で手足の運動を行っている。観客は音声スイッチや楽
器で声援を行えるようにするなどの工夫を凝らし、利用者
の興味・関心を引き出すように楽しい雰囲気の中で実施し
ている。

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

施設名

施設種別
障害福祉サービス事業所、医療型障害児入所施設

（分園よつぎ療育園：障害福祉サービス事業所、児童発達支援）
（所在地）

指定管理者

評価

管理
状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○「東京都指定管理者制度に関する指針」Ⅲ
８に基づき、協定で定める受託施設として守
るべき法律・条令等を遵守し、適切に施設を
運営している

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか （項目ごとに評価する）

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

〇個人情報保護方針で個人情報の収集・利用・提供、安
全対策などを定めて院内に掲示し、個人情報の保護に関
する実務方針や規定も掲載している。また、全職員を対象
に「サイバー攻撃への対応及び個人情報保護の徹底」と題
した研修を行い、法令順守について周知を図っている。

○ホームページやパンフレットなどを用意し、利用希望者
に園の情報を提供している。

〇協定上の報告事項や各種変更届など、都への報告が適
切になされている。

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか



17 ×1 〇

18 ×2 〇

19 ×2 〇 -

20 ×1 〇

【１次評価結果】

【確認事項】

〇東京都や関係団体に施設の運営状況を報告し、出され
た意見を施設運営に活かしている。

特記事項

〇利用者等の希望と関係者の意見を取り入れた個別の支援計画を作成している。個別支援計画については、医師・MSW・リハビリ職員等で構成するケース会議で検討している
〇利用者の日々の生活の幅を広げるため、療育活動に工夫を凝らしている。成人グループには、歓迎会・時間延長療育・作品展・クリスマス会・二十歳を祝う会、幼児グループには遠足
（春と秋）、クリスマス会などの行事を行っている。
〇医療安全管理室に専任リスクマネージャーを配置し、インシデントアクシデントレポートの集計や分析を行い安全管理を図っている。

〇地域との連携のもとに利用者の生活の幅を広げるため
の取組を行っている。

〇保護者会や個別面談などの機会があり、家族との情報
交換・情報共有に努めている。

〇派遣研修の他、院内研修、部内研修を実施している。ま
た、所属長は職員との自己申告面談により、個人ごとに取
組や成果を確認しながら職員の育成に努めている。

事業
効果

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

〇職種間の連携やチームワークを大切にし、個々にあわ
せた機能訓練に取り組んでいる。実際に「生け花教室」「制
作展」「ボッチャ大会」「アクティビティフェスタ」を開催した。

〇利用者が食事を楽しめるように利用者一人ひとりの嚥下
機能の評価をおこない、口の中でまとまりやすく、飲み込
みやすい食事やデザートの提供など工夫を凝らしている。

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

標準点
評価基準

１次評価
結果

得点
S A

要改善事項等
〇経理処理は一部水準を下回るものがある。具体的には、予算執行管理において、年度途中の予算執行見込が過大となっていた。また、予算執行見込が過大となっていることが判明し
た際に、速やかな都へ見込額修正の報告を怠った。
〇都有財産の管理に一部不備があった。具体的には、供用物品について、都への報告やシステム登録を適切に行えていなかった。

２４　点
26点以下

事業者の
財務状況

BB C

21点

評点

特段問題は見受けられない。

27点

特命要件の
継続

特命ではない。

28点以上
19点以上

18点以下



東京都立東部療育センター
（東京都江東区新砂３－３－２５）

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会

【評価項目】

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1 ×1 〇

2 ×1 〇

3 ×1 〇

4 ×1 〇

5 ×1 〇

6 ・事務所業務の標準化を図っているか ×1 〇

7 ×1 〇

8 ×2 〇

9 ×1 - 〇

10 ×1 〇

11 ×1 〇

12 ×1 〇

13 ×1 〇

14 ×1 〇

15 ×1 - 〇

16 ×1 - 〇

○「東京都指定管理者制度に関する指
針」Ⅲ８に基づき、協定で定める受託施設
として守るべき法律・条令等を遵守し、適
切に施設を運営している

○法令等に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置している
○変更があった場合、事前に都に報告し
ている

○法令や協定に基づく職員配置基準どおりに適切に配置
されており、変更があった際の手続きを適切に行ってい
る。

○業務の履行は適切か

（項目ごとに評価をすること）
○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

〇委員会のラウンドや環境チェック表に基づき、職員の手
洗いの仕方、消毒液の開封日の記入状況、ゴミの分別が
できているか等の確認を行うなど環境整備等の工夫で利
用者が安全・快適に過ごせるように配慮している。そのほ
かには、快適に過ごせるように季節の装飾やBGM等の環
境整備を行っている。

〇活動計画書を策定し、利用者の特性に合わせた活動を
提供している。超（準超）重症心身障害児（者）が、自身の
思いや意向を表出し、それを実現するために支援を行うた
めに設置された意思支援ワーキンググループと連携し、利
用者の選挙投票に関して、支援を行った。また、お月見会
では屋上を使用し、ゲームや花火の動画鑑賞を行うなどお
月見の雰囲気を出しながら非日常を感じ取れるように工夫
した。

〇様々な行事やイベントを企画・実施し、多様な体験の機
会を設けている。バスハイクや東部フェスティバルを開催
し、病棟を離れて普段とは異なる環境を過ごしてもらった。

〇各種マニュアル・手順書等を整備し、事業所業務の標準
化を図っている。

・個別の支援計画に基づき支援を実施す
るとともに、利用者が充実した生活を送れ
るように取り組んでいるか。

・サービスの実施にあたって利用者のプラ
イバシーに配慮し、個人の意思を尊重し
ているか

〇関係法令等を遵守して施設を運営している。

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべ
きことを明確にし、その達成に取り組んでい
るか 〇利用者の権利擁護の取組は「障害者虐待防止委員会」

が中心となって推進しており、職員悉皆の虐待防止研修と
日常支援行動や接遇・不適切行為等の項目について自己
点検を行っている。また、自己点検に対しては上司からの
フィードバックを行っている。○利用者の権利擁護の取組を行うとともに、

不適切な支援の防止に努めているか

○関係法令等が遵守されているか

○利用者へのサービス情報の提供はなされ
ているか

○都への報告は適時、適切になされている
か

○月例報告等、都への定例的な報告を適
切に行っている
○事故等が発生した場合、必要な措置を
取った上で速やかに報告を行っている
○都による報告の聴取及び調査に対する
対応を適切に行っている

・サービスの開始・終了時の対応は適切
か

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っ
ているか

配点 評価理由

評価シート（社会福祉施設）

管理
状況

適切な
管理の
履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

個人情報保護、報告等は適切になされているか

法令等
の遵
守、組
織マネ
ジメント

施設名

施設種別
障害福祉サービス事業所
医療型障害児入所施設

医療型児童発達支援センター
（所在地）

指定管理者

評価

大項目 中項目 確認項目 評価水準

○構造物・設備等に関する法令等に定め
る基準を遵守し、基本協定、年度協定で
定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理している
○安全性を考慮した環境整備を行ってい
る
○避難及び消火訓練を実施している（法
令等で定められた所定回数）

○個人情報やその他の情報資産を適切に
管理しているか （項目ごとに評価する）

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

〇情報管理委員会が中心となって、各システムのセキュリ
ティの徹底を図っている。

〇施設の取組に関する情報は、総合受付や施設内掲示の
みならず、ホームページ、メールマガジンなどを活用して地
域に発信している。

〇協定上の報告事項や各種変更届など、都への報告が適
切になされている。

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

安全性
の確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んで
いるか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

〇情報管理委員会を設置し、当委員会により各システムの
セキュリティ対策について、年２回施設内巡回し、遵守徹底
を図っている。また、個人情報は、個人情報保護規定に基
づき執り行われ、毎年度職員研修及び自己点検を実施し
ている。

〇リスクの優先度が高い水害について、防災BCPに基づ
き、各種訓練を行っている。また、BCP策定に際しては、時
間別参集可能人員の把握や模擬患者による垂直避難訓
練等を行いながら作成している。

〇施設のリスクマネジメントは、各委員会で検討し推進さ
れており、医療安全管理、感染予防対策、災害対応の各マ
ニュアル、新型インフルエンザBCP、防災BCPが作成され、
グループウェアに保存し、職員はいつでも確認できるように
なっている。

〇毎月、自衛消防訓練（防火・防災訓練）を実施しており、
毎年9月・3月には総合防火防災訓練（前後にBCP訓練）を
実施している。

○施設内外の構造物や設備等の安全確保
や防災等の取組を行い、利用者の安全を確
保しているか

財務・
財産の
状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理・経理に関する書類等の管理は
適切か

○法人が行っている他の事業と経理を明
確に区分している
○契約帳簿及び収支を明らかにした経理
帳簿等を適切に整備・保管している 〇経理処理は適切に行われている。

〇都有財産の管理は適切に行われている。
〇経理に関する書類等の管理は適切に行われている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か

○年度協定に基づく財産管理がなされて
いる
○保存物品整理簿を整備している
○不適格品、亡失品等を報告している



17 ×1 〇

18 ×2 〇

19 ×2 〇 -

20 ×1 〇

【１次評価結果】

【確認事項】

〇直接支援職員について、階層別の研修コースが記載さ
れた教育計画が策定されており、計画的な人材育成が定
着している。

事業の
取組・
サービ
ス内容
の向上

求められる水準のサービスの提供・サービス向上に向けた創意工夫をしているか

○サービス向上等のために人材を育成して
いるか

○利用者へのサービス向上等のため、研
修計画を定め、計画に基づく人材育成を
実施している

○利用者意向や地域の福祉の現状等、事
業を取り巻く環境に関する情報を収集・活用
し、サービス内容が向上しているか

○福祉サービス第三者評価を受審し、サ
ブカテゴリー配下の標準項目数に対する
実施ありの項目数割合が９割以上である

評価基準

１次評価
結果

得点
S A

２６　点
26点以下

事業者の
財務状況

特段問題は見受けられない。

BB C

21点 27点

特命要件の
継続

特命ではない。

28点以上
19点以上

18点以下

○サービス向上に向けた創意工夫をしてい
るか

〇確認項目1～18（9及び15,16を除く。）の
いずれかにおいて、「水準を上回る」取組
を行っており、かつ、更に評価すべき取組
や実績、成果が認められる
〇ただし、上記確認項目のいずれかの評
価が「水準を下回る」場合は、この項目は
評価しない

〇家族からの意見や要望等を聞く機会として、年１回の家
族懇談会や面会を実施しており、個別支援計画書作成に
反映している。

〇利用者が食事の時間を楽しめるように、日々の食事の
彩りや盛り付けを工夫し、季節の行事やイベントに合わせ
た食事を提供している。

〇苦情等への対応経過について、個人が特定されるもの
を除き外来に公表している。

〇利用者からの意見や要望、苦情が出された場合、事業
所内で検討するだけではなく、第三者委員が関わる機会を
設けている。

要改善事項等 特になし

行政等と連携を図り施設の目的を達成しているか

○行政や関係機関等と連携した事業を実施
しているか

○年間事業計画等に基づき、都の政策と
連動した事業や関係機関等との連携を
図っている

〇東京都や関係団体に施設の運営状況を報告し、出され
た意見を施設運営に活かしている。

特記事項

〇委員会のラウンドや環境チェック表に基づき、職員の手洗いの仕方、消毒液の開封日の記入状況、ゴミの分別ができているか等の確認を行うなど環境整備等の工夫で利用者が安全・
快適に過ごせるように配慮している。
〇様々な行事やイベントを企画・実施し、多様な体験の機会を設けている。
〇情報管理委員会を設置し、当委員会により各システムのセキュリティ対策について、年２回施設内巡回し、遵守徹底を図っている。また、個人情報は、個人情報保護規定に基づき執り
行われ、毎年度職員研修及び自己点検を実施している。

事業
効果

評点

標準点


